
随意契約の結果
【令和７年11月分】役務・物品購入 独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部

公益法人の区分
国所管、都道府県

所管の区分
応札・応募者数

コンフォール西浦和田島＜第１次
＞募集ＰＲに係るサイト制作等業
務

契約担当役
東日本賃貸住宅本部長
井添　清治
東京都新宿区西新宿６－５－１

令和7年11月6日
（株）電通
東京都港区東新橋１－８－
１

5010401143788 2,654,300円 2,396,042円 90.3％

本業務は、当機構のＵＲ賃貸住宅をＰＲし入居促進を図
る業務である。　当該業務には賃貸住宅の効果的なＰＲ
に関する専門の知識と企画力が求められるため、企画競
争により契約相手先の選定を行った。　当該法人は、最
も高い評価の企画提案を行ったことから、会計規程第51
条第３項第１号に基づき当該法人と随意契約を行ったも
のである。

-

横浜ヴェールタワー募集ＰＲに係
るＷＥＢ広告出稿等業務（追加配
信分２）

契約担当役
東日本賃貸住宅本部長
井添　清治
東京都新宿区西新宿６－５－１

令和7年11月28日
（株）電通
東京都港区東新橋１－８－
１

5010401143788 6,059,545円 5,966,400円 98.5％

本業務は、当機構のＵＲ賃貸住宅をＰＲし入居促進を図
る業務である。　当該業務には賃貸住宅の効果的なＰＲ
に関する専門の知識と企画力が求められるため、企画競
争により契約相手先の選定を行った。　当該法人は、最
も高い評価の企画提案を行ったことから、会計規程第51
条第３項第１号に基づき当該法人と随意契約を行ったも
のである。

-

ＵＲ賃貸ショップ西大島賃貸借契
約更新に伴う更新料及び賃料支払
い

契約担当役
東日本賃貸住宅本部長
井添　清治
東京都新宿区西新宿６－５－１

令和7年11月17日
（有）来江
東京都江東区大島一丁目３
３－１４

9010602007895 30,369,734円 30,369,734円 100.0％

当該契約は、業務を実施するための事務所の賃貸借契約
である。　入居当時、立地、規模、賃料等の条件から当
該物件が最適であると判断して賃貸借契約を締結した
が、引き続き当該物件を事務所とすることが最適である
ことから、会計規程第51条第３項第１号の規定に基づ
き、前回と同一の者と随意契約を行ったものである。

-

契約相手方の氏名
及び住所

工事、業務又は物品購入等契約の
名称及び数量等

契約担当役の氏名及びその
所属する支社等の所在地

契約を締結した日 契約相手方の法人番号 備　　考予定価格 契約金額 落札率 随意契約によることとした理由
再就職
役員数

公益法人の場合


